
産業建設常任委員会資料 

都市安全部道路管理課 

議案第１６８号 損害賠償の額の決定について 

市道３２５９号線上での自動車損傷事故について 

資料１ 事故の概要について 

 

１ 事故概要 

（１） 発生日時  

     令和 7年 9月 24日（火）午前 8時 20分頃 

（２） 発生場所 

宝塚市山手台西１丁目１番６地先 

（３） 事故相手方 

男性（60代、市外在住） 

（４） 発生状況 

市道 3259号線を当事者が代表を務める法人所有の普通乗用自動車にて当事者が北上中、 

進行方向頭上から街路樹の枝が同自動車のフロントガラスに落下し、同自動車が損傷した。 

 

２ 対応経過（令和 7年 9月 24日） 

 13：00 宝塚警察より市役所へ事故発生の通報（現場は既に警察と当事者で立会済） 

      13：20 道路管理課職員１名が現場に急行 

14：00 現場到着、現場状況の確認 

街路樹の枝を通行支障にならない箇所によける対応の実施 

14：30 現場対応終了 

 

３ 事故対策（市道 3259号線における阪急山本駅北側から長尾山トンネル南交差点までの区間） 

     9月 24日 緊急巡回を行って、落下しそうな枝を確認し、除去対応を実施 

11月 8日 落下の危険性のある枝を確認するため、巡回を実施 

11月 15日 枝の除去対応を実施 

 

４ 賠償金額の内訳 

 （１）損害賠償の対象 

車両修理費                  850,762円 

車両搬送費                   57,029円 

代車費                     181,500円 

       合計                    1,089,291円 

（２）過失による市の負担割合       100% 

（３）市の相手方に対する賠償金額 1,089,291円 
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５ 事故現場の地図について 

 

 

６ 事故現場の写真について 

（１） 事故現場 

宝塚市山手台西１丁目１番６地先                     

 

（２）折れた枝 

 

（３）車両の損傷状況 

 

事故現場 


